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Wie kultiviere ich die Freiheit bei dem Zwange?

－カント『教育学』における内在的解釈の視点一

　　　　　　　　　　山口　匡
　　　　　　　　TadasuYAMAGUCHI

　　　　　　　　学校教育講座（教育学）

　　　　　　　　　０．はじめに

　カントの教育思想にかんする論考で，いわゆる教育

をめぐる「自由と強制」の問題に言及していないもの

はほとんどないといってよい。しかしその反面，そう

した研究の多くは，この問題そのものについての深い

論究やカントのコンテクストにそった厳密な解釈と

いった作業をしばしば怠ってきたといわざるをえな

い。

　まずは，問題の核心となるテクストを，カントの『教

育学』から引用しておこう（1）。

　「教育の最も重要な問題のひとつは，法的強制に

服従することと自己自身の自由を使用する能力と

をいかにして統合できるのかということである。

というのも，強制は必要不可欠だからだ！私は，

強制があるにもかかわらず自由〔を使用する能力〕

をどのようにして開発してゆく〔ことができる〕

のだろうか。私は，生徒を自由という強制に耐え

るように慣らしてやると同時に，みずからの自由

を正しく使用するように生徒自身を指導すべきで

ある。こうしたことが行われなければ,すべて〔の

教育活動〕はたんなる機械論にすぎず，教育を終

えたひとでもその自由を使用することができな

い。〔他者に〕依存しないために自立し自制してみ

ずから生計を立てることの困難さを認識するよう

になるためには，生徒は早い時期から社会の避け

がたい抵抗を感じ取る必要がある。」(Kant 1803,

453〔　〕:翻訳者）

　｢いかにして強制のもとで自由を開発するのか(Wie

kultiviere ich die Freiheit bei dem Zwange?)｣。　この

問題は一般に，カントによって定式化された教育にお

ける｢永遠の問題(eine unsterbliche Frage)｣(Miller

-Ｋｉｐｐ,267)として受けとめられてきた。しかし，この

問題を論じた多くの論考が最終的に確認していること

は，カントはここで，｢逆説的に(paradox)｣(Ballauff/

Schaller, 445),｢アポリアに直面して(aporetisch)｣

　(Ritzel, 97),あるいは，いわば｢予言的に(sibyl-

linish)｣(Ruhloff, 10),｢言葉に反して不十分に(ｕｎｂｅ-

friedigend-wider-sprtlchlich)」(Miller-Kipp,267),

みずからの考えを表明しているにすぎないという消極

的な評価である。

　こうしたカント解釈の状況にあって，ペーター・カ

ウダー(Peter Kauder)の所論に注目したい。そこに

見られる独自な解釈の視点をあらかじめ列挙すると，

以下のように整理することができる。(Kauder, 124

-125）

解釈の視点(ａ):カントはこの問題の定式化によって自

　分自身の見解を主張したのか，それとも，当時の思

　想から距離をとりつつ，その内容を扱いやすい定式

　で示したのか。

解釈の視点(b):この問題についてのたいていの解釈に

　抗して問わなければならない。この問題の定式は，

　暗黙のうちにカントの挫折，そしてこの問題の原理

　的な解決不可能性を前提としていると認めることが

　できるのか。

解釈の視点(ｃ):この問題がはしめから『純粋理性批判』

　における第三アンチノミーを下敷きにして論じられ

　るのは，あまりに性急にすぎるのではないか。『純粋

　理性批判』では｢自由｣と｢自然必然性｣の相違(衝

　突)が問題になっているのに対して,｢教育学｣でテー

　マとなっているのは，｢自由｣と｢(教育的)強制｣

　の関係である。｢自然必然性｣と｢(教育的)強制｣

　が単純に同一視できるものであるか否かは，独自の

　研究によって突き止められなければならないはずで

　ある。

解釈の視点(d):｢自由｣と｢強制｣の関係を，カント

　は前置詞“bei”を用いて表現している(Kultivierung

　der Freiheit みｄdem Zwange)。ここであえてbei

　　(…のもとで，…において)が使用されているとい

　うことは，｢自由｣と｢強制｣の関係を潜在的にも

　durch (…によって，…を通して)の意味でとらえら

　れてはならず，したがって, beiの意味を重視した解

　釈が何を導き出すかが探られなければならない。

解釈の視点(ｅ):このbeiの意味を正しく読みとる試み

　を通して，｢強制｣の意味もまた明らかになる｡ bei は

　durchと異なり，因果関係を意味するものとして理

　解されてはならない。なぜなら，こうした混同が結
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局は，カントの「教育学」が「人間を自由へと強制

するというパラドクス」(Ballauff/Schaller, 445)に

終わっているといった解釈へと導いてしまうからで

ある。

　さて，本稿の目的は，ペーター・カウダーによるカ

ント『教育学』の内在的解釈の試みを分析することで，

従来のカント『教育学』解釈に見られる否定的で，閉

塞的な状況を再考するための視点をテクストにそくし

て整理することにある。

　　１．提起されるべき問いと解釈の枠組み

　カントによって定式化された「教育における最も重

要な問題」を，『教育学』のコンテクストにそって内在

的に解釈していくうえで，カウダーがとる具体的な分

析の手順は以下の通りである(Kauder, 116)。

分析(1):カントにおいて｢開発(Kultivierung)｣とは

　何を意味しているのか。

分析(2):カントはどのような意味で｢自由(Freiheit)｣

　の概念を使用しているのか。

分析(3):｢強制(Zwang)｣の概念で何が理解されなけ

　ればならないのか。

分析(4):カントが強制｢のもとでの(bei)｣自由の開発

　について語り，強制｢による(dｕｒch)｣自由の開発

　について語っていないことは，何を意味しているの

　か。

分析(5):強制は正当な根拠をもって教育的な措置と称

　されることができるのか。

　さて，こうした分析に着手するに先だって，解釈の

枠組みをより明確にするために若干の予備作業が必要

となる。カウダーはカントの次の言葉を引用して注意

を喚起している。

　｢自然と自由は相互に区別されなければならな

い。自由に対して法則を付与することと自然を陶

冶形成することとはまったく異なっている。｣

　(Kant 1803, 469)

　この引用文によって明らかにされるのは，人間に独

特の性格，すなわち，本能が弱い存在であると同時に

理性を付与された存在の性格である。人間のこうした

二つの性格を，カントの教育概念も当然考慮に入れて

いる。そのことは，カントが教育一般を「自然的教育

　(physischeErziehung)」と「実践的教育(praktische

Erziehung)」ないし「道徳的教育(moralische Erzie-

hung)」という二つの領域に区分していることにも明

らかである(Kant 1803, 455)。

　｢実践的教育ないしは道徳的教育とは，それを通

して人間形成が行われて人間が自由に行為する存

在者として生活できるようにするための教育にほ

かならない。(自由に関わる事柄はすべて実践的と

呼ばれる｡)実践的教育は，人格性のための教育で

あり，換言すれば，自立して社会の構成メンバー

のひとりとなり，さらに自己自身の内的価値を持

ちうるような，そうした自由に行為する存在者を

つくり出すための教育である｡｣(ebd.圏点はゲ

シュペルト)

　カウダーが解釈の枠組みを明確化するために，とく

に強調するのは次の点である(Kauder, 117)。すなわ

ち，教育が明確に「自由の使用」と結びつけられてと

らえられるかぎりにおいて，教育は「自然的教育」一扶

養(Versorgung),訓育(Zucht),訓練(Disziplin),

養護(Verpflegung) ―の領域にかんするものをまった

くといっていいほど考慮に入れていないということで

ある。いいかえれば，「教育と自由」の関係をめぐる一

連の議論がカントによって語られるのは，「実践的教

育」ないし「道徳的教育」のいわば「前庭（Ｖｏｒhof）」

に属するもの（「自然的教育」の領域に属するもの）が，

多かれ少なかれ除外されたものとしてみなされるぺき

場面においてである。なぜなら，「自由にかかわる事柄

はすべて実践的と呼ばれる」からである。

２．文化（Ｋｕltｕr）と開発(Kultivierung)

　　　:分析（1）

　それでは，カントは「開発(Kultivierung)」の概念

で何を理解していたのであろうか〔分析（1）〕。この問題

を論じるさいにカウダーは，「文化(Kultur)」概念の

語源的分析と概念史的分析をふまえたうえで，カント

が近代的な文化概念に込めた本質的な意味をつかみだ

そうとしている。

　ニーダーマンの説明(Niedermann, 15-, 117, 149-)

によれば, Kulturはラテン語のcultura (耕作・耕地）

に由来する。そして，このcultura自体は名詞のcultus

　（世話・養育･‥）と動詞のcolere (耕作する・住む・

世話をする…）にさかのぼる。こうした語義からして，

Kulturはものごとの発達･発展や洗練といったことに

関係していることがうかがえる。

　さらに概念史的に見ると，もともと農業にかんする

言葉に発したculturaは，哲学をcultura animi とし

て特徴づけたキケロによって，比喩的に大きな意味を

与えられた。こうした概念の拡張が，こんにちKultur

という言葉で理解されている内容の起源を印づけてい

る。

　さて，問題の分析にとって重要なのことは, Kultur

についてのさまざまな理解のバリｅ－ションが，大き

く二つの分類に還元されうるということである。

－92－



Wie kultiviereich die Freiheit bei dem Zwange?

｢人格性の形成がKulturといわれ，また，人間

による作用を受けたものがKulturと名づけられ

る。これらがこの概念の両極である｡｣

　(Niedermann, 176)

　したがって, Kulturにおける能動的な意味と受動的

な意味が対置されることになる。これら二つの形態は，

互いにいわば「過程と結果」の関係にあるといってよ

いであろう。そのさい, Kulturの活動的で過程として

の性格をもった側面を，「文化(Kultur)」という言葉

それ自体によってではなく，むしろ「開発(Kultivie-

rung/kultivieren)」という言葉でいいかえた方が概念

の理解のうえで有益である(Kauder, 118)。

　こうして，客観的な文化としての　Kultur　から

Kultivierung/kultivierenが一応区別されることにな

る。前者が，人間的な制度や所産の総体としての文化

の静的な内容を指し示すことになるのに対して，後者

は，人格性の形成という能動的な活動を意味すること

になるのである。

　それでは一方で，カントによる近代的な文化概念の

理解において本質的な意味とは何であろうか。たしか

にカント自身も，「社会的秩序」(Kant 1784, 22）もし

くは「人権概念に従って秩序づけられた国家体制の産

物」(Kant 1785, 64）というとらえ方で，まずは客体

化された意味におけるKulturについて語っている。

しかし，カントにとってKultivierung/kultivierenの

思想（しかも二重の意味における）がなじみのないも

のであったわけではない。このことは，次の箇所に明

らかである。

　「われわれは芸術文化によって高度な文化をも

ち，種々の社会的礼節や上品さにおいて煩わしい

ほど文明化されている。しかし，われわれがすで

に道徳化されていると考えるためには，まだ非常

に多くのものが欠けている。というのは，文化に

はやはり道徳性の理念が属しているのに，この理

念をもっぱら名誉心や外見的上品さという擬似道

徳に帰着するよう用いるならば，この理念の使い

方はただ文明化ということしか意味しなくなるか

らである｡」(Kant 1784, 26　圏点はゲシュペル

ト) (2)

　こうしてカウダーは，カントにおけるKultur概念が

次のような三重の意味で性格づけられることを指摘す

るのである(Kauder, 119-120)。

(1)客観的見地における｢社会的秩序｣としての｢文化

　(Kultur)｣。

(2)個々の主体における｢文化(Kultur)｣の産出が問題

　となる場合のような能動的な意味における｢開発

　(Kultivierung/kultivieren)｣としての｢文化

　(Kultur)｣。

(3)｢文化(Kultur)｣概念の倫理的役割(位置づけ)。

　これらに加えてカウダーが導入しようとするのは，

単なる　Kultivierunngではなく, Kultivierung der

Freiheitという表現によってカントがあらわそうとし

たものを，事柄にそくして正しく解釈することを可能

にするさらなる観点である。それは，カントの表現を

借りていえば,「文化と人類の自然本性とのあいだの不

可避的な対立抗争(der unvermeidliche Widerstreit

der Kultur mit der Natur des menschlichen Ge-

schlechts)」(Kant 1786, 116)の確認にほかならない。

　文化（Ｋｕltｕｒ）ないし開発(kultivieren)と自然

　(Natur)が相関関係にあるということはいうまでも

ない。そのかぎりにおいて，いまだ「文化」ではない

もの，もしくはいまだ「開発」されていないものはす

べて「自然」であることになる。このようにして，「文

化」と「自然」が形式的に互いに区別されることにな

る(Kauder, 120)。

　3.「開発」の対象としての「自由」：分析（2）

　このことは，「教育学」で論じられている「自由」の

概念の内実を分析するさいに，重要な観点を提供する

ことになる〔分析（2）〕。すなわち，こうした「文化」と

「自然」の関係の問題は，教育における「開発(Kultivie-

rung/kultivieren)」の対象がどこにあるのかという問

題に対する答えにも直接関係してくることになるので

ある。たしかに教育における「開発」の対象は人間な

いし子どもの「自由」にほかならない。しかし，その

場合注意すべきは，どのような意味でカントが「自由」

の語を使用しているかが明白にならないかぎり，満足

のいく解答は与えられないということである。

　さて，カウダーの解釈は次のような確認から展開さ

れていく。

　「「いかにして強制のもとで自由を開発するのか」

というこの問いは，自由が何か開発を必要とする

ものであるという要請を含んでいる。すでに「文

化」と「開発」のキーワードで論じられた内容に

結びつけてみると，将来においてはじめて開発さ

れなければならないものは，現時点では少なくと

もいまだ開発されておらず，したがって自然のま

ま(naturhaft)であるということが確認される。」

　(Kauder, 121)

　したがって，次のことが帰結する。カントはここで，

自由という概念を，「自然のままの自由(naturhafte

Freiheit)」ないし「選択意志の自由(Willktirfreiheit)」

93－



山　　口　　　　匡

という意味で使用しているということである（ebd.）。

こうした自由は教育的に配慮され，「人格性の形成」な

いし「人格性のための教育」へ向けた適切な措置（た

とえば強制）によって導かれなければならない。『教育

学』における「自由」の概念を把握するためには，カ

ントによる次の説明が重要になる。

　「ところで，もともと人間は自由を求めるきわめ

て強い性癖を持っているので，わずかでも自由に

親しむと，自由のためにすべてを犠牲にしてしま

う。そうだからこそ，すでに述べたように，訓練

は〔子ども期の〕ごく早い時期から行なわれなけ

ればならないのである。　というのも，そうでない

と，成長したあとになって人間を変えることは困

難だからである。早期に訓練を受けていない場合

には，人間はどんな気まぐれで身勝手なことでも

やってのけてしまう｡」(Kant 1803, 442〔　〕:

翻訳者）

　ここで，カントにおける｢選択意志(WillkUr)｣の

概念について簡単な説明が必要であろう(3)。カントは

感性的な動因に触発される感性的選択意志と，理性的

な表象にしたがう自由な選択意志とを分け，後者を実

践的自由とみなす。人間の選択意志は，つねに感性的

衝動に強制される動物的選択意志とは異なり，基本的

に感性的でありつつ，しかも感性的契機から独立する

ことができ，傾向性を克服することで理性的でもあり

うるところにその特徴がある。つまり，人間にとって

所与の選択意志は，そのままでは道徳的な性格を帯び

てはいないが，自由な選択意志が働いて，道徳法則へ

の尊敬の感情をみずからの行為の指針となる格率とす

ることで，人間の人間性は人格性へと移行するのであ

る。

　したがって，もし，人間の人間性と人格性のあいだ

に連続するものがなければ，カントの道徳的人間形成

論は意味がなくなってしまう。いいかえれば，自然の

ままの自由(選択意志の自由)が何ら抵抗を受けず，

したがってある望ましいものに方向づけられる必要が

なければ，そのとき教育自体が意味を失うことになる

のである。

　こうして次のことが明らかにされなければならな

い。選択意志の自由として理解される自由を開発する

ことは,どのような根拠にもとづいて命令されるのか，

またそのことはどのような根拠にもとづいて理性的で

ありうるのか(Kauder, 121)。

　　4.｢強制のもとでの自由｣：分析(3)(4)

　　｢強制は必要不可欠だ！｣と語るとき，カントはど

のようなことを考えているのだろうか〔分析(3)〕。カン

トが提示しているいくつかの実例のせいで，次の事実

から注意をそらすことがあってはならない。カントは

　「強制」ということで，まずたいていの場合，「法的な

強制」(Kant 1803, 453)を問題にしている。すなわち，

人間の共同生活を秩序づけるはっきりとした格率を根

底に持つ，広い意味での訓練を問題にしているのであ

る(Kauder, 122)。

「訓練は奴隷的なものではなくて，むしろ〔訓練

のときにも〕子どもはつねにその自由を感じてい

る必要があるということに留意すべきである。

もっとも，〔つねに自由を感じるとは言っても〕そ

れはその子どもが他者の自由を妨げることなく，

それゆえにかならず抵抗に出会うというかぎりに

おいてのことではある。」(Kant 1803, 464〔　〕:

翻訳者）

　カントにおいて，強制ないし訓練と結びついたあら

ゆる教育的措置は,「有機的構造を待った理性的存在者

における自然の目的」(Kant 1804, 46）に対立する場

合には，その価値を失う。なぜなら，「この自然の目的

を遂行するためには，理性的存在者にはその能力を行

使するようになる自由がなければならない」(ebd.)か

らである。それゆえ，『教育学』において「自由」と「（教

育的）強制」は互いに制約しあう二つの契機という関

係のなかで登場するとカウダーはいう(Kuder, 122)。

　「強制による自由」ではなく「強制のもとでの自由」

を理解するためには〔分析（4）〕，強制と自由の関係が因

果関係の意味で理解されてはならず，強制がたんなる

　「訓練」という意味に解されてもならない。「教育は強

制的でなければならないが，しかしそうであるからと

いって奴隷的であってはならないのである」(Kant

1803, 472)。

　こうして次に問われるべききわめて重要な問題は，

カント「教育学」における全体的な意味において（教

育的）強制と自由の統合は事実上可能か否か，という

点にある(Kauder, 123)。「教育学」にかんするこれま

での研究の範囲においていえば，この問題はしばしば

不十分な程度でしか取り組まれていないというのが，

カウダーの評価である(Kauder, 124)。それはなぜな

のか。冒頭であらかじめ列挙しておいたカウダーによ

る解釈の視点（ａ）～（ｅ）をもう一度確認することで，その

理由も逆説的に明らかになるだろう。

　カウダーによるこの問題を解釈するための視点を，

以下のように再構成することが可能である。それらは，

とりもなおさず，これまでのカント「教育学」解釈に

おいてほとんど見うられなかった視点であるともいえ

よう。

解釈の視点（ａ）：「教育における最も重要な問題」はカ

　ント自身の見解か，それとも当時の思想内容を簡潔
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　に定式化したものか。

解釈の視点（b）:「教育における最も重要な問題」はこ

　の問題の解決不可能性をはしめから前提としている

　のか，それとも，カントによって解決がなされてい

　るのか。

解釈の視点（ｃ）:「教育における最も重要な問題」にお

　いて，「自然必然性」を下敷きに「（教育的）強制」

　を論じてもよいのか。

解釈の視点（d）:「教育における最も重要な問題」にお

　ける自由と強制の結合（組み合わせ）を，カントは

　前置詞beiを用いて記述している。そこにbeiがある

　ということは，この問題が潜在的にもdurchの意味

　で読まれてはならず，あくまでもbeiの意味を尊重

　した解釈が何を導き出すのかを探求しなければなら

　ないのではないか。

解釈の視点（ｅ）：「教育における最も重要な問題」にお

　ける教育的措置としての強制は何を意味しているの

　か。

　　　５．カントによる解決の提示：分析（5）

　それでは，こうした「教育における最も重要な問題」

の解決に向けて，カントはどのような示唆を与えてい

るのだろうか。カントは大きく三つの教育的行為の原

則を提示している。それらの分析を通して，（教育的）

強制が正当な根拠をもって教育的な措置とみなされる

か否かを考察しなければならない〔分析（5）〕。

　「この場合に留意されなければならないのは次の

ことである。すなわち，日子どもを子ども期の早

期から（たとえば，むき出しのナイフを握ろうと

して，子どもが自己自身を傷つけてしまうような

場合は別として）あらゆる点で自由にさせておく

ということである。ただし，たとえば子どもが泣

き叫んだり，あるいはあまりに騒々しくおどけて

いたりしていると，きっと他者に迷惑をかけると

いうように，子どもが他者の自由を侵害すること

が起こらないかぎりにおいてではある。（二）他者が

その目的を達成するように促すことでしか，みず

からの目的も達成できないということ,たとえば，

学習してもらいたいと思うことなどを子どもが実

行しないならば，ひとはいかなる満足も子どもに

与えてはくれないということを子どもに示す必要

がある。C三）子どもに強制を加えても，それは子ど

も自身の自由を使用できるように指導するためで

あるということ，また子どもを教化するのは，子

どもがやがては自由になることができるためであ

り，換言すれば，他者の配慮に依存しなくてもよ

いようになるためであるということを，子ども白

身に対して明確に示す必要がある｡」(Kant 1803,

453)

　こうしたカントの見解について，カウダーはとくに

次の点に着目している。すなわち，この箇所にも明ら

かなように，強制が単独で議論の対象とはなってはい

ないという点である。カントが要求するのは，強制は

それのみで教育的なのではなく，つねに洞察と理性に

伴われなければならないという観点である。いいかえ

れば，教育者は自分が行使する強制を，論拠を示して

基礎づけなければならず，それを生徒が洞察し実感と

して理解することができるように最大限の努力を払わ

なければならないということである(Kauder, 126)。

　カントにおける（教育的）強制の概念を正しく理解

するためには，強制のうちに含意される理性的な契機

が決定的に重要になる。理性の基礎づけから孤立して

施される強制は，子ども・生徒のなかにいかなる理性

的な自由の使用も生み出さず，「奴隷的」な心術を生み

出すにすぎない。むしろ，こうした事態を避けること

こそがカントの意図なのである(Kauder, 127)。

　ここで「教育学」における「最も重要な教育的行為

の格率」（ebd.）を思い出しておこう。

　｢教育の場合にその全基盤となるのは，あらゆる

事柄に関して正しい原則を確立して，子どもがそ

れを理解して承認するように導くことである｡｣

　(Kant 1803, 492)

　それゆえ，カントがくりかえし「導く(anfiihren)」

「示す(zeigen)」「証明する(beweisen)」といった概

念を用いて，強制をまずもって正当化する理性の契機

を強調していることは，まったく驚くにあたらない。

人間を最初に正しい自由の使用へと導くのは強制では

なく，理性こそが，自由との正しい関係の実現を保障

する審級なのである(Kauder, 127)。

　　　　　6.理性の啓蒙としての教育

　カントにおける自由は（力ずくで）強制されるもの

ではなく，子どもは（論拠を示されて）彼の自由へと

導かれるのである。この意味において，カントの次の

言葉もあらためて理解されなければならない。

「教育は強制的でなければならないが，しかしそ

うであるからといって奴隷的であってはならな

い。」(Kant 1803, 472)

　それではこうした分析の成果は,「強制のもとでの自

由の開発」を理解するうえで，何を示唆することにな

るのだろうか。ここで重要なのは，自然のままの抑制

されていない衝動という意味での「自由」と理性に基

づいた「強制」とが互いに対立しあっていることであ

る。前者は自然によって与えられ，後者はそのかぎり

で「必要不可欠な」ものとなる。なぜなら，「自然のま
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まの」「選択意志」の意味における「自由」は「開発」

の対象となるからである。つまりこの場合，強制が必

要だというのは，人間の自由がはじめから教育的に望

ましい形式で現れるのではなく，「野性的な粗野さ」あ

るいは「〔人間性の〕規則に拘束されない」ものとして

　(Kant 1803, 442〔　　〕:翻訳者），つまり選択意志

の自由として明らかにされるからである。

　こうしてカウダーは次の点を確認する。人間のもと

で教育が行われなければならないとすれば，そしてそ

のさい，自由がその「性癖」としての「野性的な粗野

さ」への傾向を脱して，その使用一般において学びと

られなければならないとするなら，そのとき，自由と

強制の問題は教育学的な見地において設定されること

になる(Kauder, 128)。

　教育学的な見地に立つということは，次のような事

実から出発することを意味する。すなわち，第一に，

きわめてわずかな強制であっても，それなしに子ども

を指導することはできず，第二に，自由を原則として

尊重するかぎり，好き勝手な強制によって子どもを

扱ってはいけない。カウダーはこうした事実を，『純粋

理性批判』における言い回しを用いて次のように表現

している。

　「人間の自然な性質についての洞察がなければ，

教育は「盲目」であり，自由の概念による方向づ

けがなければ，教育は「空虚」である｡」（ebd.）

　したがって教育者は，自由と強制のあいだにおける

ヤヌスの相貌のような結びつきの構造のもとで，みず

からの課題に取りかからざるをえなくなる。彼の関心

は強制にのみ集中するのではない。彼にとって重要な

ことは,子どもの根源的に自然のままの自由の衝動を，

確実に自由の自律的な使用,すなわち理性的で社会的，

そして倫理的な使用へと導くことであり，同時に，強

制の必要不可欠性を考慮することである。この教育の

課題の本質を，カウダーは次のように表現している。

　｢強制によって自由を制限すること。しかし，制

限にもかかわらず，自由がなおも自由として感じ

られ,維持されるように制限すること。それゆえ，

自由に矛盾することなく，自由に対立すること｡｣

　(Kauder, 129)

　こうしたつなわたりのような課題が,「教育における

最大の問題のひとつ」に数えられることは，もはや驚

くにあたらない。しかしカウダーは，「カントは，もし

彼の考察が体系的に再構成され，適切に再現されるな

らば，この問題を原理的に，すなわち理論的に解決可

能であるとみなしたであろう」(ebd.)と述べている。

さて，カウダーの見解の根拠はどのようなものだろう

か。

　　「教育学」に見られる教育のとらえ方は，次のよう

な性質を持っている。あらゆる必然的で不可避の強制

において重要なのは，子どもを自立した，理性にもと

づいた理性の使用へと指導することである。このこと

が，カントによって提起された問題,「いかにして強制

のもとで自由を開発するのか」についてのこれまでの

分析によって解明された成果として確認される

　(Kauder, 129-130)。

　　「教育の場合にその全基盤となるのは，あらゆる事

柄に関して正しい原則を確立して，子どもがそれを理

解して承認するように導くことである」というカント

の格率に対応して，カウダーは「強制のもとでの自由

の開発」の意味を次のように整理する(Kauder, 130)。

(1)自制のない恣意的で絶対的な自由の使用へと教育

することではない。

(2)強制は，教育の成功にそれだけで十分でありうる

ような直接的な教育的措置としてとらえられてはな

らない。たしかに強制は教育的なものではある。し

かし,それ自体において教育的なものなのではない。

カントにとって強制とは，何か教育的に間接的なも

の，やむをえないものを意味している。

(3)｢強制のもとでの自由の開発｣とは，それがどれ

ほどわずかなものであれ，子どもの自由が認められ

る形式を芽のうちに摘みとってしまうような仕方で

強制を行使することではない。

　むしろカントの考えにそくしていえば，子どもは原

則的に自由で，理性を付与された存在とみなされなけ

ればならないのである｡｢有機的構造を持った理性的存

在者における自然の目的を遂行するためには，理性的

存在者にはその能力を行使するようになる自由がなけ

ればならない｣(Kant 1804, 463)。ところで，自立し，

理性に定位した自由への教育μ,｢啓蒙(Aufklarung)｣

というキーワードのもとにある(ebd.)。｢自由｣は｢啓

蒙｣に責任を負った教育にとっての不可欠の条件であ

る。

　「人間は，躾けられたり調教されたりして機械論

的に指導されるにすぎないのか，あるいは真に啓

蒙されることができるかのどちらかである。……

　しかしながら，躾けることだけではまだ十分で

はないのであって，とりわけ重要なのは子どもが

　〔みずから〕思考することを学ぶことである。〔み

ずから〕思考することは，あらゆる行為が由来す

る原理を志向している｡」(Kant 1803, 450〔　〕:

翻訳者　圏点はゲシュベルト）

｢いかにして強制のもとで自由を開発するのか｣。こ
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の問題をめぐるカウダーの考察は，最後に，この問題

に対するカントの理解と解決を「啓蒙」の課題ないし

　「啓蒙」という時代状況に結びつけて把握するよう強

調している。したがって，カウダーの見解に依拠する

ならば，この「教育における最も重要な問題」はカン

ト自身の問題意識であるのみならず，当時の思想の内

容や課題がカントによって定式化されたものとみなさ

れることになるだろう。カウダーは分析の一貫した

テーマであったその問いを，次のように結論づけるの

である。

「『いかにして強制のもとで自由を開発するのか』

という問題を論じることは，この問題に対するカ

ントの理解と解答を，次のことが明らかにされる

ような仕方で明確化することに役立つ｡すなわち，

問いの形式をもつこの文が，啓蒙期の伝統におけ

るいくつかの最も重要な主張のうちに存している

教育の理解のための，ひとつのプログラムを含ん

でいるということが明らかにされるという仕方に

おいてである。その意味において，カントの『教

育学』は，啓蒙の時代におけるいくつかの中心的

な思想への有益なアプローチの方向性を指し示す

ことができるのである｡」(Kauder, 132)

（2）「世界市民的見地における普遍史の理念」のこの箇所で力説さ

れている，「自然状態」を去って「文化」から「文明」をへて「道

徳化」へと進む人類発展の理念は，「教育学」においてもその思

想の根本に据えられている。ただし，「その際カントが，「文化」

と「文明」の両概念を十八世紀の語法に従って今日とは全く逆の

意味で用いているということを，誤解を避けるために付言して

おく」(Hinske, 114-115)。

（3）河村克俊「選択意志」，「カント事典」（弘文堂, 1997), 303-304

頁，参照。なお，「選択意志」としての「自由」という側面から

カントの「教育学」に言及しているものとして以下のものがあ

る。

谷田信一「カントの教育学的洞察－その背景・内容・意義一」，
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